
 

 

＜親権者変更調停を申し立てる方へ＞ 

１  概要 

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができま

すが、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要がありま

す。調停手続を利用する場合には、親権者変更調停事件として申し立てます（親権者が行

方不明等で調停に出席できない場合などには、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立て

ることができます。）。 

親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停

手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今まで

の養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、

性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出して

もらうなどして事情をよく把握し、子どもの意向をも尊重した取決めができるように、話

合いが進められます。 

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、

裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。 

２ 申立人 

子どもの親族（一般的には父又は母） 

３ 申立先 

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 

  ・  相手方の住所地が徳島県内の場合の申立先は、次のとおりです。  

        （相手方の住所地）     （申立先）  

徳島市、小松島市、阿波市、鳴門市、吉野川市、名東

郡、板野郡、勝浦郡、名西郡  

板野郡、勝浦郡、名西郡  

 徳島家庭裁判所  

阿南市、那賀郡   徳島家庭裁判所阿南支部  

海部郡   徳島家庭裁判所牟岐出張所  

美馬市、美馬郡   徳島家庭裁判所美馬支部  

三好市、三好郡   徳島家庭裁判所池田出張所  

４ 申立てに必要な費用（調停の場合） 

 収入印紙・・１２００円（子１人につき） 

 郵便切手100円×8枚、50円×1枚、20円×1枚、10円×7枚 

（合計940円分） 

（郵便切手については、必要に応じて追加で納付をお願いすることがあります。）  

※ 収入印紙と郵便切手は、当裁判所内では販売しておりませんので、郵便局などで購入してください。 

５ 申立てに必要な書類 

 申立書とその写し各１通 

① 申立書の写しは、原則として相手方に送付することになります。 

② 申立書は、裁判所用、相手方用、申立人（あなた）用として３通（相手方用及び申立

人用は裁判所用のものをコピーしたものでも可）作成し、そのうち２通を提出してく

ださい。 

③ 相手方にあなたの連絡先（住所や電話番号等）を知られたくない場合は、申立書の住



 

 

所欄に「非開示」と記載してください。 

 ①事情説明書（親権者変更） 

②連絡先等の届出書 

   ③進行に関する照会回答書 

 戸籍謄本（全部事項証明書）（３か月以内に発行されたもの） 

① 申立人の戸籍謄本 

② 未成年者の戸籍謄本（①と同じ場合は合わせて１通で構いません。） 

③ 相手方の戸籍謄本 

※ この申立用紙を市町村役場の戸籍係に示すなどして、手続に必要である旨説明して交付を受け

てください。どうしても交付が受けられない場合は、徳島家庭裁判所本庁では、申立人が相手

方と離婚した旨の記載のある戸籍謄本でも構いません。他の家庭裁判所に申立てをされる方は、

提出先の家庭裁判所にお問い合わせください。 

６ 調停手続で必要な資料 

  調停では、必要に応じて、自分の主張を裏付ける資料等を提出してもらうことがありま

す。調停委員会の指示に従って提出してください。 

７ 資料の提出方法、資料の閲覧・謄写（コピー）について 

 裁判所に提出する資料に他方当事者及び裁判所にも知られたくない情報が部分的にあ

る場合は、該当部分（住所秘匿の場合の源泉徴収票上の住所や勤務先等）を隠した上で

コピーしたものを提出してください。 

※ 原本にマジック等で黒塗りすると、後で原本が必要になった場合に利用できなくなりますので注意し

てください。また一度提出された資料は返却できませんので注意してください。 

 裁判所に提出する資料について、他方当事者にその全部又は一部の情報の非開示を希

望する場合は、別添の「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記載し、その申出

書の次に当該資料を付けてホッチキスで止めるなど一体として提出してください（相手

方にあなたの連絡先（住所や電話番号等）を知られたくない場合は、５ ②の「連絡先

等の届出書」には、必ず「非開示の希望に関する申出書」を添付してください。）。 

 裁判所に提出された資料等については、非開示の希望が出されている資料も含め、他

方当事者は、閲覧・謄写（コピー）の申請をすることができます。この申請に対しては、

裁判官が、円滑な話合いを妨げないか等の事情を考慮して、許可するかどうかを判断し

ます。非開示希望が出されても、場合によっては閲覧・謄写の対象となることがありま

す。 

 

  調停が不成立で終了し審判手続が開始された場合には、調停手続中に提出された資料

等のうち、裁判官が審判手続の審理に必要と判断した資料等は、閲覧・謄写（コピー）



 

 

の申請があれば、原則として許可されることになります。 

８ 調停の進め方について 

  調停は平日に行われます。１回あたりの時間はおおむね２～３時間程度です。調停では、

それぞれ別々の待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室に入ってもらって、調停

委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聞きしながら話合いを進めていくことになりま

す。詳しくは別添のＱ＆Ａをご覧ください。 

なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が調停期日に立ち会ったり、調停期日とは別に、

未成年の子どもの意向や状況等に関する調査を行う場合もあります。 

徳島家庭裁判所 家事調停係 

〒770-8528 徳島市徳島町１丁目５番地１ 

電話（０８８）６０３－０１４８ 


